
全ての看護職員の処遇改善と体制拡充を求める国会請願を実現させましょう!!

軍事

ナース★アクション全国交流集会part2を開催しました

//トリセツ//ナース★アクション2023年秋以降の取り組みについて
➡ 全日本民医連からの方針提起/2023年9月1日付全民医発（45）第ア－656号
に関して、解説させていただきます。
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全日本民医連

前回の倍
200人超参加

倉林明子参議院議員(日本共産党)が国会情勢報告

★この間看護を巡って国会が確実に動いてきた。コロナ禍ということもあって、看護やケア労働に
関心が集まり、もちろんバッシングもあったが、現場からの声と世論の高まりが後押しして、医療
費抑制政策の中でもケア労働者の賃上げが必要だと政府も認めざるを得なくなった。皆さんが集め
た11万の署名と、与野党の会派を越えて拡がった43人の賛同議員というのは、全会派が一致できる
ところまで進んだという事だと思います。もう一歩で請願採択出来るところまで見えてきたのです。

もう一歩で請願採択出来るところまで見えてきた

看護師や医師・介護労働者の増員を正面に据えて

★コロナ禍でも政府は1万床のベッドを減らしてしまいましたが、更に急性期病床を減らすこ
とで医療費を徹底的に削減しようとしています。急性期病棟の看護体制を地域包括ケア病棟の
看護体制に評価替えしようと画策し、看護師を増やさずに医師の働き方改革の圧力としわ寄せ
を看護にタスクシフトしてきています。医師の働き方改革自体もつじつま合わせで、労働負荷
は変わりませんから、やはり医療全体で医師も介護も含めて、増員を正面に据えて、これから
は取り組んでいく必要があります。

幅広い国民と一体となって、戦争準備を進める政治の転換を

★だいたい何でここまで医療・社会保障削減をすすめるのかといえば、軍事費最優先の流れが、
社会保障削減に直結しているからです。岸田政権が先の国会でしたことは、憲法を飛び越えて戦
争準備に入ったという事、専守防衛をかなぐり捨てて、「敵国」に攻め入る事が可能な国に戦後
はじめて踏み込んだのです。だからこそ次の報酬改定ではアッと驚くくらいの大幅な引き上げを
かち取る必要があるのだと思います。軍事費削って医療福祉にまわせという世論と運動と一体に
なって処遇改善も打ち出していく事が、秋以降の取り組みの成否を決すると言えます。

※集会の概要報告は別紙参照

Q1.一番大きく違う提起は何でしょうか？
A1.「処遇改善」に加えて、「高等教育無償化」の取り組みを一緒に進めようという提起です。組織的
にも看護委員会と看護学生委員会、そして看護学校副校長会議などが一緒にナースアクションとし
て体制を整え、力を合わせることをお願いしています。看護職養成はわたしたちの未来を創る課題で
す。つながりのある学生さんや、共同組織の皆さん等々、学費無償の世論を高めたいと思います。看
護職を目指す学生さんたちにも「処遇改善署名」に幅広く賛同していただきたいと思っています。

Q2.新しい看護処遇改善署名は、これまでのものと何か違うのでしょうか？
A2.請願項目は同じです。この間集めた11万筆に上積みしていく署名です。上記の様な学生さんな
ど、これまで呼びかけてこなかった所に、更に拡げていただきたいと思います。1992年に「看護婦確
保法」を国会議員全会一致で可決させたときのナースウェーブも圧倒的な国民世論を味方につけた
からこそ実現しました。



【スケジュールとテンポ(予定含)】

�１２月末までに３０万筆を目指して取り組みを更にすすめます。
二種類の署名チラシは、今月１４日(木)完成予定です。現物を発送
しますが、Ｗｅｂからダウンロード可能にもします。
 １１月末で中間集約をします。

�「ナース★アクション全国代表者会議」を１２月５日(火)１７時半からオンライン開催します。

�「全日本民医連看護代表者会議」(9月7日付全民医発(45)第ア- 661 号)を２０２４年１月
２９日～３０日に都内で開催する為、二度目の国会行動は１月３０日(火)に予定したいと思い
ます。

Q3.団体署名の意味が、前回もよくわからなかったのですが。。。
A3.各都道府県連で、知事などに対して県連主体で要請する際の後ろ盾
になるものです[通達 B-1(右図)]。民医連内はもちろん、民医連外の組
織(健康友の会含)に呼びかけて、地域での世論形成を拡げましょう。各地
で、全く繋がりが無かった様な所からたくさんの反響がありますし、「知らな
かった」という声も寄せられています。国会請願と共に、地方から国への働
きかけも、とても重要です。可能であれば県知事との懇談などを民医連外
の組織と一緒に計画しましょう。

Q4.“看護学生が経済的不安なく学び続けられる環境の整備を求
める請願”とは何でしょうか？
A4.各都道府県連で、知事（行政）に対して要請するための請願書です[通
達 C(左図)]。宛先を議会議長あてにして、都道府県議会への請願もご検
討ください。各県によって独自支援策などの違いがありますので、カスタマイ
ズして利活用していただければと思います。

※通達と付属資料は別紙参照

きらり看護｜全日本民医連
(kirarikango.com)

�閉会あいさつ�
サイレントナースにならずに、今こそ声を上げましょう！！

熱い思いが伝わる集まりとなりました。岸田政権が戦争準備に入ったという情勢
報告には鳥肌が立つほど恐ろしい思いがしましたし、軍事費優先では社会保障
が削られるばかりですから、今こそ、いのちと生活を守る看護師が立ち上がらなけ
れば日本はとんでもない国になってしまうと、奮い立たせられました。
各地の取り組み報告からはたくさんのアイディアをいただきました。まだやれるこ
とはたくさんあるし届いていない所もたくさんあることが分かりました。国民・市民
にもっと広く知らせていく事が、これからの三ヶ月だと思います。12月末まで30万
筆目指して元気に頑張りましょう。
サイレント・ナースにならずに声を上げていきましょう。


